
 

縦覧期間:1 ヶ月間 

縦覧期間:１ヶ月間 

住民等からの意見書の写しが事業者から送付されてから 120 日以内

  
縦覧期間:1 ヶ月間 

長野県環境影響評価条例による手続の流れ 

凡 例 
 

      必要に応じて意見を聴くもの 

環境影響評価の項目並びに調査、予測

及び評価の手法について記載したもの 
方法書の公告・縦覧 

準備書の公告・縦覧 

報告書の提出 

評価書の公告・縦覧 

事業着手 （評価書の公告後可能） 

事業完了 

説明会 

方法書に対する環境保全の見地からの知事意見書 

調査・予測・対策検討 

各種調査に基づいた事業の環境に及

ぼす影響の予測、評価と具体的な環

境保全措置についてまとめたもの 

関係各位からの意見を受け準備書の

記載事項を補正したもの 

住民等からの意見書 

関係市町村長

の意見書 環境影響評価技術委員会 

住民等からの意見書 

公聴会 

準備書に対する環境保全の見地からの知事意見書 

環境影響評価技術委員会 
関係市町村長

の意見書 

環境影響評価技術委員会及び市町村長の

意見を勘案するとともに、住民等からの

意見に配意して、事業者に意見を述べる
住民等からの意見書の写しが事業者から送付されてから 90 日以内

環境要素：大気質、騒音、振動、低周波

音、悪臭、水質、水象、土壌汚染、地盤

沈下、地形・地質、動物、植物、生態系、

景観、人と自然の触れ合い活動の場、史

跡・文化財、廃棄物等、温室効果ガス等

総出力が 10,000ｋｗ以上 


